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0グループホームとんでんの火災原因調査書の写 しが入手出来ま した、防

火施T違反、避難誘導 口設置違反、火堤自動通報装置設置違反は、建築基

準法、消防法を故意に適用 させず、調査対象か ら外 されています

1、 別紙グループホームとんでんの、火災原因調査書の記載、及び札幌市

消防局回答により「共同住宅、アパー ト (グループホームもこの分類です )

事業他、防人施工合法完遂、避難誘導 口設置施工、火災自動通報装置設置

が、建築基準法、消防法、地方 自治体条例で定められている商業建物で、

実際にはこうした法律規定施工がなされず、それを踏まえた上で、虚偽の

合法認定公文書が発行 さねノ、事業が、居住が認められている事実を、当方
で既に公開証明 しています」

2、 今回、本L幌のグループホーム屯田火災事件の、消防局の調査書の写し

が入手出来ました「故意に防人施工違反、避難誘導口設置違反 健 築基準

法違反)火災自動通報装置設置違反 (建物総面積 20011f超 えなのに、設
置させずでした)建物の火災であるのに、こうした、確実な違反を調査せ‐

ず、建築主事、消防局長犯罪責任を逃れさせています」
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3、 火災自動通報装置設置違反は、消防法違反ですが、この違反は消防局

が職権で無 しとし、防火施工、避難誘導儀地設置違反は「建築基準法違反

は調査せずJと 答えているとの事です、しか し、HIJ紙消防局長同意i菫知写

しでは"界壁等を準対価構造"と 記載 しています、消防榛、建築基準法違

反を、故意に無い事 とした火災原因調査書です「火災による死傷者発生責

任の所在も、故意に捻 じ曲げていますよね、違法施工問題を隠蔽に走つて

いま―
J~よ オユ」

4、 共同住宅、アパー ト、不特定多数が使用、居住する建物に法律で必須

施工を求められた、 L記加工を無 しで、合法施工認定しています 「火災保

険事業では、こうし′た施 liが完遂 されている事を条件として、アパー ト、

共同住宅等の火災保険料を、住宅設定 していますが、詐欺行為では無いの

ですか、事業用料率 とすべきでしよう。
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要 粘 闘式石油ストープヘo善鵬により■鵬枷羹 k 気彙猥況

こ,彙よは、臓改造亀上2階菫てのグループホームを議員したもので、1潜食堂北西側いし
疇え度がった■相である.出入缶所付近には、儀韻した半警口式石油ストープrbttJ、 同メ

トープホ体に異常はなく、また、日田の電償配線に、電気凛毎0異常は口峰られないことぃロ

媚輝報ユ
"臓

鵬したことで■■化したt
r」でお6.

東雨
前
助
Ｒ
叫
働

恵
舶
距
競
離
結
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火 災 原 田 判 定 書

姜記の上災について、下記のとお り判定した.
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1 出入首所の判定

「 ■     出火箇所は「 1階食童のlL画711_と 判定する.

2 出火箇所D判定理書
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]
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(1}実況見分調書 4(23〕 に記載のとおり、洋室1■.食堂側、和室側天    t

井墓■ l「階段童働|ゝ Ь人流を受けた様相であることロ

(21 実況見分調書4(24)に 記載のとおり、台訴は、食堂側 3ゝら火流を受

けた様相であること,

(] 実況見分調書4(25)に記蛾のとおり、幸室2は、食堂側及び台所側

天丼裏か ら火流を受けた様調であること
`

(41 実況見分調書4(26)に記岐のとおり1和室は 食堂囲』ヽら火流を受

‐  けた様相であること
=

lJ  (0 
実況見分調書4(27)に記載のとおり,食堂 1階 と2階の間にある東

西に撻ろ3本の梁凌 西側 に向いう:ま ど炭Iヒ慎様が採くなっており、

きらに。北側ほど全体に炭 fヒ凛抜メ栞くなってハることか ら、北西側

からの火流の標相であうこと
`

(6)実況見分調書 4(27〕 に記載のとおり1食堂1ヒ 面2砦部分を見ると、

残存 していう壁の上蠣ttl.丁面にのみ炭七模様が認め られ ること言

食堂北面 1階部分を見ると、キ室 1の片嗣戸は時失 してお り、上枠

は画・Ollに 向かうほど炭 Iヒ糞芋が栞くなつてしヽることから、西側から火

流を受けた様相であ6二 とに

(7)実況見分EE書 4(27〕 に記載のとおり、画面の半間張り出 した天丼を
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・
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見ると、同天丼●残存 している野糧受けLl、 北償|で焼けl田つており、

北側の働オ及び野織は、焼失 していることから、北側から火流を受け

た樺相であること.

3 出大庫固0■症

出上原因は、 畔 薯盤式石油ス トープの天板上に縮製品が酔触したことに

より若火したものJと考えられる。

4 出人原固の判定理由

:考察範囲〕                            
‐

出火原因として考えられる「たばこJ、 「壁付きコンセントJ、 「半密

匿式石粧ストープの器具配線ょ、 [半密闘式石油ス トープの異常勝焼1、

「半疵芽式石滋ス トープの電装部品J及び「半密閉式石油ス トープヘの可

燃絢接離lに よる出火についてメ下、考察ナ6]

:考察結果 ]

(1) rたばこ」について

■■■■■によると、

」と述べていること。出火時、夜動をしてい

● こよこと、         」と述べていること。出火箇所にたば

こ」l吸般及び世小火源特有の協え込みは認められないこと.

よって、たばこからの出火の可能性ま低い.

:2)「壁付きコンセン トJ及び「半薪聞式石油ス トープの器具里操1につ

いて

半密闘式石誰ヌ トープの電源コー ドプラグL ttlm日 近にある壁付き

コンセントを使用 していたが、塁付きコンセ ン ト周囲の壁内を見ると、

間柱C炭化模様は灘 こヽと.壁付きコンセン トlt、 焼損しているものの、

樹脂C―割が残存 していること。半密闘式石油ス トープの音面及び右側

面は、自い変色に止まってしヽること,

よcて、壁付遷コンセン ト及び同ス トープの器具配線鴻 の出火の可

能性は低いぶ

(3〕 F半密開式石油ストープの異常憔騰1について

r)

火災番号OE16
半密闘式石油ストープ0除確筒内k~は ,薄 く浜が付着しているのみで、

ス完全体焼を起 こしていi_ヒ 考え られる:ま どつ大量む集0寸着が認めら

れない こと.

よつて、同ス トープの異常蜂農によう出xの 可能性は低い.

0 「半密FJ式石油ス トープの電装部品等Jについて

半聴聞式石油ストープ内部の電子基盤は、一部養存してll・ るニヒ=内

部の電気配課は、配線横覆が溶融及び鮨央しているものの電気痕等の異

常は1認 められないことロ

よつて、同ス トープの電装部品等からの出■の可能性障fLい。

〔51「半籍闘式石油ス トープヘの可鷹物接触」について

発掘 した際、半籍開式石油ス ■―プの
=ヒ

側及び南東側の 2箇所には、

輸千 しと思われる部品が乱められる.
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から、

Jと の供述を得てお り、      主会い0下、物干 しを

複元 したところ、同ス トープは、金属製ス トープガー ドにより両側面及

び前面が田われてお 夕、 2箇所の物千しの位置及び詢干 しの形状から考

えて、そう壮僣のまま転倒 したとして も、同ス トープ本体に接触する可

能性は低いこと.

また、燃焼実験時0金属製ス トープガー ドの温度測定結果 1ヽ ら、同ス

トープ前面に設置した金属製ス トープガー ドで一番高温となる簡所は、
′‐́
    [,℃ の中部であり、同箇所に布額 (パ ジャマ)撼 85%と ポ リエステ

ル 15%の 混合を接触させた燃艇実験 を実歯 したが、25分経過後ち着

火 しな■ヽつたことからし洗涯蜘が何 らか0原国で金属製ストープメー ド

に接脚 ′た としても、者火する可能性は低いことa

よつて、同ストープ周囲0洗程物の転側、接触による出■0可能性1ま

低い.

出止時、在動をしてい      こよると、

J

と述べており、お

■
・
ゝ

むつ交換をしている2名 以外の入居者の行動は把握していないこと。
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火災番号(■ 16

ること。

によると、

」

ていること:

と述ベ

鮮焼実験の結果、半宙聞式石油ス トープの天紅上に布類 iノ
{ジャマ〕

を哉せたところ、請 10■ 96」J布類 I′=ジヤマ)は、8分 37秒で発■

11」
「111lltモ[1群

09bポ リエステル 50%の混合の布額 〔バジャ■)は、 7分 57秒で帯

上 し、 3分 50秒後には、炎の高さが lm:=どまで達した。その後、 9

分 23秒後も菱の勢いは収まらず、背面の石膏ボー ド表面紙に着火、さ

らに、残焼なが背面に落Tし 、灯油配管 〔ゴムホース}■び同ス トーブ

の配繰投覆が澪融したことD

半密闘式石油ス トープヌ板上に付着していた残饒蜘を調査 した ところ、

「絡」と考えられる繊維質であると0艦識精果が得られてし`こことロ

よって、「綿Jを含んだ何 らかの布顎が、同ストープ天板上に接触 し

ていたことにより火災化した可能性が高い。

3 結 論

この火災は、グループホーム 1階食堂に設置された二店開式反射型ポット

式石油ス トープ0天板二から日火 じたもので、同ストープ天板上からは「綿j

を古む布療ri発見されているが、「綿1を含んだ下類が何か、又、同ス ―`

プI板仁ピ0よ うに接触 したかについては、洋主70転落防止月手す り、又

は 2階吹きまけ廊下に掛けられた流軽悔準0布類が落下して、同ス トープI

板上に■つたことや、認知症の人居者が意図なく同ストープ天板上に布額を

載せた、又は誤つて手を猾らせ同ス トープ玉坂上にお額を落として しまった

こと等、2階市額の自繁落下スは入居者の何ら1・ 0行為が考えられるが、特

■

共災番号0116
定できない.

よつて、経過は不明であるが、「綿Jを含んだ布頼が、同ストープの天板

上に接蝕じたことで著大 し、司ス トープ背面の壁昨、上方の張出し天丼 .さ

らに焼けた布類が同ス トープ背面こ落下して、tr油配管 〔ゴムホースlに燃

え移 り、周囲の可鮎野及び各居室へ憾え広

“

ったも0と 考えられる。
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建築辟司噂同意書 〔一般対象靭

撃 器 糧 計

里 型 二

十
舶 劉 翻 輔

管饉           東消隅 課  長 係  長

卿 対象外

下記遇築物は調査の結果は 上支障ないので次のとお り遍知してよろしいかお同いします.

同 意 ・ 不 同 意 の 別 防 大 地 域 逮 術 用 途 工 事 種 冒J 物 件 義
=予

定

同意する 指定なし

…

餞 摘 4 平成田C毎■月15日

師

建難

財

東匡僕古2彙 5丁目5番 13号

躊 ―男 la

構 造 面 積

椰 い

塔屋      0階

地上      2階

地下      0階

延べ郵瞭    142040J

2前    に 150r

l師    1性 891置

卿 東区伏古3条 5丁目1■の内

必要事項〕  界壁等を撃耐火繊 ―
―嘆 合住宅C棟

住宅用防災機器設置濤
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本 日分の県庁、市役所 の名 簿 です、グル 一`プ小― ム事業へ の伝達記録です。

平成 25年 1月 29日
;埼玉県庁  高齢介護課 武井担 当

TEL048-330-3254
FAX048-800 4781

;さ いたま市役所 介護保 険課事業係 小林担 当 37軒
TEL048-829-1265
FAX048-829-1981

;千葉県庁 介護保険課 古川担 当

TEL043-223-2834
FAX043-221-5769

;千葉市役所 介護保険課事業指導係施設課 頁柴担 当 93軒 (建築審

査課、野 田課長補佐 )

TEL043-245-5256
FAX043-245-5621

:愛知県庁 高齢福祉課 伊藤担 当

TEL052-954-6289
FAX052-954-6919

:名 古屋 市役所  施 設 指導課  澤 課長

■・ET´ 052-972-2539
FAX052-972-4147

180軒 健 築審査課、山崎課長)

ιタバ向と中truH〈 中て)

=2:D1  0ε
―TローETご



キL幌市東

伊藤 -1:伏
古2

太田国土霊
帽   57目

15 10

FAXOI通
:た 朧

上田文膳守

…5響 5建
鏑指導 :

|イ125年

FAXOIし
幌市民 ( ~16誓

小野田

J.月 9‖ヨ

輯 職 事

卜…訂
畑 獅 塁

° 
嘔 割 3η

´
=6甲

TELO壁
 ||1本部  

…28曽
事 )

F'AX011~串
61長

   23

JA札幌l11口

'串 61~°
2`

FAXO『
言曇 (5‐

4137:1

い 7」
肌幌冑こ

4

1‐193[:)6°
  1卜 t

(磐

幌市東区1

7)HAハ
曇
古2黒 |

0伊藤… 1

FEL 
°
タスlJIメイ

T目 8-

題にイ寸Lザ:様
所有、

AX 0 1~71夕

山お

4,

て、公立目

車区伏古 1

11-7:11~401明

‐

でも還法:彙
5丁目

L上 脚         

‖ ~5516“

り1含法調屋

1~27:

ル程度必墨

成
'112華

|された事実

ヨ建てア     4

ていた間暦

ですが:1建

設
=:苗

議が見出毛
バ~卜の

署力FtHて '「IJ Iこ

辛売し:メ

1-卜 ′じ 
日露

=戸
 1

1妻 した 
露法lⅢ II間

,｀ ろ問題鯨
て「陣築4 

度しかiて

アパ~

1公文書開禁

準法防鯉

ち込まお

ですが |

(1)こ (

Rで証明書賓
 `床1繭]て

いない
支持杭が

発表、月1羅

撻初は平

:れ ました1:LI日
反建靱

と私が見,13メ

1-ト

を知らな野

等大臣話

成 22年 1

1 なのに含塁
限りなつ

ら含法l地皇

つたのY定
防〕尺壁驚

1置 で  `建

諸服 :嗜:公文

た、と調吾

されて藁

ビス｀釘習

工基準署

築主事もE

別離圧市し1栗 1て

いろ° 
なかつ魔

=E日

本:十 ;;lゴ

戸t｀ 釘:丼
聖建言員

うの[鷹
第 1° い  

却 珈:鰍
獅 室

長酬 誼

も牌 倒

1施工檎南著

で含法寵

:L決 まフ冒

土i史還省

は調費〈乃属

鷹1郵‖尋し 
督｀本し

'肖

ぃ廿ず、 雪
l=基準も馬

いキ11義実

1■.て もい響

黒購火上 
上記在1指

IB第 9

'i去証明書署

ら櫛|い か

#し 建`物に

支障なし
颯
分離

=世 5詈
rA■

|

し無 |“Jだ っ

(2)私ノ       

法認定グ

・1昇壁セ1帯

アノヽ一―F雪

に1し こ

工が必要:r調

査によ     

文書竹事

防火構進

の消防同

ID事実を |

1行 した事星

"と BE載

|=通知に '「

微 tr<Fl~

|ヨ
・ならな『

建417J'本

つて「寅|:

菱力やEI明 き

げ有るJ嘔  
げ)準物

,`i盤律規定 
｀軽量塁

建築墓辱

:れ ていま・:'去

|ロヨニさ

だった1」 冒

骨作 ιノヨ窯

去規定で

『 .

三月U紙建築

物の場含'、

宴同住宅、

基準漕mE鷹
に石壼

アバ~卜 |

規定によ

ポ~ド を目:準
口
''虫

1施

り証明し閣

ιノi‖):ま lh

=が
、日本

T・ d 6ナ
「

山
=中

L′∪Hc中■) 二T:こ τ  Eこ―T日―F_T`



中この法争11規痛tJ知 らなかつたので、酸当建物の大半tで床に硼膏ポー ドは譜 1)れ

ていないし̀、 施工横菫もされて来なかつたと班明され̀て います、上記公文書‖i ti
llF火 床而I:聞題は一切記勤されてし`ま甘ん。

2、 つまι「こα)ア バ… 卜も含めて日本中の議当建物は防火壁、床施工違反、ィ‖:`]ゝ
文書にても証明されたのです、偽の含法調定公立書が発1子 され,て いただけけなの

です。

3.別 llEJヽ 文書「対象公文薔の有無の…覧表」下記に:「 1住訂1地南部宅は轟庫
ル
ir

あιJ、 横輩対象では無いのlT(伊藤氏所有アバー トにこは出した1)消防同意、横鷲

酒み証は作成して
:い

ないJと記載が有る。この建物 |コi伊藤氏げi有 (D在有,踊 W'パ

ートと同 t,I件 りであるので、当然非含澤避 物なのに含油調電 L,「 た事寅がここ.lF 13

証明されました。

4L上記内容働辟細は伊藤民は JA:中丼聖建設とアロ役所にWE詞 して下さし`「 J

A「 中丼胆建甜、建築主事には目実を伊藤氏に伝え15よ うに‖i社から数回僣iえ て

有 tノ ました」

と・r」
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ド向と中truH`中 τ) 8T:こ T  Eこ―TO―ETJ



平成 24年 12.月 21日
上 田文雄札幌市長

行政情報課

TEL011-211-2132
FAX011-218-‐ 5166

市L幌市東 区伏 古 2条 4丁 目 8-14 .
(有)HAハ ウス リメイ ク 山本弘明

TEL011-784-4046
FAX011-784-5504

0所謂長屋区分共同住宅への建築基準法、消防法適用可否調査 の為 と、賃
借人からの調査要請 目的情報開示請求

1、 情報開示を求める物件表示

;ホ[:幌市東区伏古 3条 5丁 日1-27
(左右分離長屋形式二階建共同住宅、札幌晨協管理借家、昨年峻工建物 )

2、 開示を求める情報の表示

:消防用設備等、特殊消防用設備等検査済み証の写 し
;建築許可等同意書起案のデータ等

3、 この建物は中央区北 7条西 22丁 目250番地南部宅 (200平方メ
ー トルを超えた建物)と 同様の建物であるから、法の整合性から言っても
検査対象では無い筈で有るが、当社でこの方式の建物施工を手掛ける予定
が有 り,防火施工、火災報知機設置の可否による予算組み問題が重要であ
るし、又上記 JA管理物件 ^‐の人居希望者からの類焼防止施工の有無確認
の求めが有 りこの情報開示請求を行 う.

ε・d じ夕〆rlと■LitJH(中 T)   邑τ:ご T  c=― TO― ETど



公文書一部公開決定通知書

オL消指導第 1048号
平成 25年 (2013年 )1月 4

(有)HAハ ウス リメイク 山本弘明  様

小L幌市消防長 遠 藤 敏

平成 24年 12月 21日 付けの公開請求について、札幌市情報公開条 rll第 11条第 1項

の規定によ り、次の とお り公文書の一部 を公開す ることを決定 したのでお知 らせ しま

=ナ
"。

1 公文書の名称 建築許可等同意書起案のデータ鮮L消指導第000123号)

2 公文書 の公 開 をす

る日時及 び場所

日時 写 しの交付費用及び送料の納入確認後

場所 郵送します

3 公開の方法 写 しの交付

公 開 しない部 分及

■ドその理 由

建築許可等 同意書起集のデータ中、建築主の電話番号

部分は公 に されてい る情報ではなく、条例第 7条第 1号
(個人 に関す る情報)の本文に該 当 し.、 力ゝつ、例外的に

公開 され る情却 を■tめた同号十ガ l´ 書ア～ ウのいずね`に

1)該当 しないことか ら非公開 とする。

条
に

一
一

一

~

消防局予防部指導課設備係

電話 215・ 2050

請求対象公文書中、消防用設備等・特殊消防用設備等

検査済み証の写しについては、長屋であり検査対象では
ないので最初から作成していない。

この処分 l「 ういて不服がある場合は、 この処分があったことを知った 日の翌 日から起算 して60日

以内に、札幌市長 |「 対 L′ て審査請求を十ろ二とができますv

また、この熟分があっ力
「

とを知つた 日の翌 日から起算 L´ て 6か ,月 撃ム内 (適法な審車請求があぅ

た場合には、その審査請求に対する畿決があったこルを知った 日の翌 日から起算 Iメ で 6か月以内)

に、札幌市 (訴訟においてキL幌市を代表する者は、札幌市長 とな ります.)を被告 として、処分の取

捕 しの訴えを提起することもできます。

性  このin知書を持参の上、指定の 目時においで ください。なお、上記仰 同時に来 られない場合
は、事前にその旨を電話等 ご担当課 ま・C連絡 し

―
⊂ください。

レ・cJ ニン〆由と中t(UH(中 T) 6T:=T  EE― T日―ET`



様式 29
腱算詩可

"同
鷺書 C―般針彙桁,

甲耐 鋤 椰 師
管鱚 東消防署 屎  畳 係  畳

剛 計象外

下屁饉轟物 rt調壼 の結果防水上
=障

ないので体の とお ワ燿却 してよう しいかお日い します .

同 置 ・ 不 同 澤 の 別 l口 火 縄 中 菫 僣 用 造 工 事 性 層リ

薪颯

物 件

4

嗜  工   千  =

平 成 ロニ●■ 月 18日口言ナう     I    構膚なし 般颯屋佳電

―

構 姜 固 籠

ホ造級い

塔屋      1階

地 と        2階

地下      o階

l■バ向積    112.140耐

2,瞥暉         07.13●  d

ユ臓目曖    74,800需

鼻事事項)  昇崚彗■諄働人構錯 伏古3-5集合住竜c棟

住宅用防災構‖曖置済み
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平成 24年 1

の規 定lrょ り、

→`Ч

公文書/AR開 決定通知書

市L消指導第 965号
平成 24年 (2012年 )12月 11日

(有)HAハ ウスリメイク 山本り■明 様

札幌市消防長 遠 藤 敏

1月 27日 付けの公 開請求について、キL幌市情報公開条例第 11条第 1項
次の とお り公文書の全部 を公開す ることを決定 したのでお知 らせしま

1 公文書の,名 称 消防用設備等・

許可等同意書起案のデータ等 (詳細はBll紙 「対寃

有無の一覧表」のとお り。)

2 公文書の公開を可

る日時及び場所
同時 平成 24年 12月 18日  午前  11時 Oo分

場所 札幌市役所本庁舎2階 行政情報課

公開の方法

担 当課

備考

写 L´ の交付               ~~~~~

消防局 予防部指導課設備係      ~     ~
月覇日舌  215-2050

した丈書並びに合法イヒ施ェを果た した物件の堀称及イメ結果

を記載 した文書については、防火壁等に関する事務の所管

謀 lt都市局建築指導部になるため,消防局では査嘉及び施
工確認等を行 ぅてお らず、文書を保有 してお りません。

この通知書を持姜の上、指定の日時においでください。
なお、上記の 日時に来 られない場合は、事前にその旨を電話等で担当課まで連絡 して

ください。

9・ d
`ル

バ白ど中tiuHく 中T)   ●こ :こ T  c=― TローCTr



請求内容

対象公 文書

横査済証 消防 局長

同意書

消防用設

備 等 ・特

祥 消防用

設備 等検

査 済証 の

写 し

建築許 可

等 同意書

起案 のデ

ー タ等

名 称 住  所 |

1 南部宅共同住宅 中央区北 7条西 22丁 日 250番地
~

X X

2 ル ミユーロノレロフィ・ャル 東区北 3b条東 10]日 3-5 X 0
3 COMOD  CASA41 東区lL 41条東 1丁 目2-6 X 0
4 り/´rメイ25 北区北 25条西 8丁 目

東区北 28条東 17丁 目

1-3

1-7

X 〇
5 セカンドハウスヴィラ 〇 O
6 ル ミ→トス 26 庫区北 26条蜘 3丁 目1-18 V X

7 プリリノン ト元町 東 区北 27条軍 lR丁 日 R-12 X O
8 ク リ干イ ト琴似 六書食自 画口:三二―F[回事F4奔15J・ 目 3-22 0 O
9 ノヾノレ.=二 デ́ ト

ビレッジョー ト

西区琴似 1彙 6T日 2-28 X O
10 西区二+四軒 4条 5丁 目 3-21 Ｏ

Ｘ

〇

レモングラス 西区琴似 4条 3丁 目 3-26 一〇

く消防用設備等・特殊 用設備 等検 rぅぃ て b

層u 糸時
対象公文書の有無の一覧表

下r_・の とお り、一部の公文書は保有 していない。

D中 請者へ交付 したもr/pで ぁるが、写 しを保管 しているものについては当譲写
しを公開する。

。南部宅共同住宅は長屋であ り、検査対象ではないので最初か ら作成 していな
い .

く建築計可等同意書起案 について >
・原本 (紙)については、保存年限が経過 しているため廃菜済み .

※ヴィズ 25は廃棄 していないため/AL開す る。
米 ビレッジコー トは.原本 lt屋需済みだが、データを出力 Lメ たものを保管 L´

ているため/At開す る。
・デー タについては、平成 12年以降であれば保存 しているため、それを公開

す る.

くその他 >
・ル ミナス 26については、文書は存在 してない /JS、 自動火災報知設備は設置

されている.                  |

乙'd 0 しルバ白こ中truH(中 τ,    Tご :こ T  Eこ―TローこTJ



2C,1卜 ol・ o5o7:46126(GMT〕
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、ヽ

者高発 o31● 館 ■号
平成 22年 ■,月 18円

1等・ 11随府県抑
゛
縦保臓主管繰 (菫)畏 臓

厚生労働省者饉局高齢請支樫掃長

‖譜歯:出高齢者グyl・―プホームにおける防火安全鮨制に関する踊急調査に弓)ぃ てl・

斗に'絆1よ り、認知症 1簡齢者グ′L・ t・―プホ1-`ムの「・q滑な運営にご思±1をいただき、厚 く御
キL中 L″上げます。
書打)3月 13Fヨ 未明、ヨL海道オL帆市の認知症請i齢者グループホームにお|]・ ′3人■の

1暑ユ||、1よ り、 ア名の人居者が死亡するという痛ましい事故が発生しまし,11.
二11´ を受け、常月 1_6日 、厚:土労働大臣の指示の下、総務省消防庁、Л

「
生労fmb:省

ヽ
及

び剛士二交通省によ醐将1口 「グループホーム火災を踏まえた対応:策 にくヽいての 3省庁
柴遣:¬ ノロ1.メ ェク ト」 1レ 開催しし今後の対応策について協臓を行ぅな結果、当面の対応
とし′,て、路知症高齢者グループホL“ムにおける防火安全体制等について県急調査を実
カユ可̈ l:こ とを維畢]致 しました。

■111ま し。では、lU紙調査要籠む参考として、各市町村・事業者と運J準のT、 申間費♂`ヽC工:F脇力をお願いいたします.

なれ、上記ノニ』ジ・Lク トに係 (,油1全 として、総務省消防庁において 1認j■症1高齢者
ダЛ′.― プホームを含めた自力避雌困難者八所施設におりう消防用設備等C,世置工 び設
mttЛ童の状況並びに消防繊令避反状況に関する調査」 (改正消防法施行十により新た
に珊冊付けられた小規構掟艘分)及び国土交通省において「認彙!症高齢刊f・ グメL′…ノホ
:… ユ、における建築基1佃法上の出席状況 (用途変菫等)の把握に関する調寮Jが自施き
オl凛 ■.キ都道府県介謹保険主管礫 (堂)におかれましては、当腋‖壺cPJ宴‖rに あた
り』カギとなる情報 (Ⅲ知症商齢嗜グループホームの所在地、運静先等)じ囀 供等、併
il・ <社f協力をお願いいたします。

1り二、認知症路雌庸グループ哺■Hム におけるスプリンクラー設置の有無にィつい¬r、
中『押:府県‖1おいで麗 lil把握 l′ ている場合`に |ま、3月 23日 (上)ま でに男り1准 ご引1告:(任

11椰式)をお願いしlLす。

熙 会 先
厚生曲如      専腱棄護蟹冊

担当 :柳井:

T tt L:03‐ 5S3‐1111(IAl綿 306,〉
FA X : 03・・3596‐3670
E■ maェ ユ:       豊JttnュL」

go.Jュ

Ｅ一

「

―

―

―

―
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平成 25年 7月 31日
上田文雄札幌市長

消防局予防課、小幡係長

丁EL011-215-2050
FA× 011-281-8119
溝口建築主事

丁EL011-211-2846
FAX011-211-2823
高橋知事、建築指導課、消防部署、

FAX011-241-8181
グループホーム事業部署他

損保犯罪被害者の会

(磐『胃雷賢ぢ賣;テ 1丁
目
岳采皇畠(菫多

丁EL 011-784-4046
FA×  011-784-5504

@今年 2月 8日 に発生した長崎市のグループホーム火災で、長崎市消防局は、

防火施工、避難誘導口施工、火災自動通報装置設置問題も、火災原因調査内

容 |こ 盛り込むと答えています。札幌市は、どう言う法の根拠でとんでん火災

原因に盛り込まなかつたのですか

1、 札幌市消防局、建築主事は「グループホームとんでん火災に際しても、

他のアバー ト、共同住宅等火災に際しても"防火壁、防火床施工違反、排水

管施工違反、避難誘導口設置違反、火災自動通報装置設置違反を故意に見逃

し、居住、使用させているので、火災が発生後も、上記殺人施工を調査せず、

火災原因調査を終えるとし続けています。グループホームとんでんの火災原

因調査書も、この行政犯罪が通されています "」

2、 一方、今年 2月 8日 |こ 、長崎で発生したグループホーム火災では、長崎

市消防局が「防火施工問題、避難誘導口設置問題、火災自動通報装置設置間

題も、火災原因調査に盛り込む」こう答えています。

3、 グループホーム事業は「アパート事業です、ですから、札幌市消防局に

よる"とんでんの火災でも、出火原因、共同スペースで、ストープから出火

した原因しか調査しない、防火施工、避難誘導□施工、火災自動通報装置施

工は、火災原因調査には関係無い"との言い分は、法律的にも全く通らない



詭弁です」

アバート、個室貸しアパート事葉ならば「共有スペースからの出火の原因、

各貸し部屋に火災による煙、火炎が侵入した原因、それによる死傷者、財産

被害発生原因と、正しく調査が必要です」アパート事業の場合、貸し部屋各

戸が、それぞれ独立した家屋と言う扱いですから。

4、 ですから「屯田の火災で、あのアバートを、強引に一棟の住居とした、

火災原因調査と結果は、非含法を極めています"火災保険も、各戸がそれぞ

れ独立した家屋と看倣せる施エガ果たされている、との前提により、アパー

トの火災保険料率を、住宅用に抑えているのですから"」

長崎市消防局の「防火施工、避難誘導□施工、火災自動通報装置施工部分

も、調査して、火災原因調査書に盛り込みます」との答えが、正しい事は、

建築基準法、消防法、刑法的にも、こうした法律内容でも明らかですよ。

「各戸毎に、死傷、家財への被害原因を調査しなければならないのです、

アパート事業火災の場合」

5、 札幌市消防局の火災原因調査書記載内容「家財、家屋被害総金額も、法

律上幾つも間違っています"先ず、建物被害があり、各貸し部屋毎の、借家

人の財産被害を出さねばなりませんよ"長崎への文書記載内容、火災被害金

額算出の方法も違いますし、消防が勝手に家屋被害金額は出せませんよ」

6、 建築基準法、防火施工規定違反、避難誘導口設置違反、消防法、火災自

動通報装置設置違反アバート事業 (グループホーム事業も)を、虚偽を持ち、

含法施工と認定し続けた結果、上記複数の行政犯罪が発生しているのです、

先ずは現実を認めるべきと思いますよ。



平成 25年 7月 30日
長崎市消防局

予防課、中村調査官

丁巨L095-822-0464
FAX095-820-5650

札幌市東区伏古 2条 4丁目8-14
(有)HAハ ウスリメイク 山本弘明

丁EL 011-784-4046
FAX 011-784-5504

@今年 2月 8日発生の、長崎市のグループホーム火災に関して、火災原因調

査内容に、複数伝達すぺく、この文書を送ります

1、 本日昼、長崎市消防局と話しました、確認、伝達事項を、改めて文書に

て伝えます。

(1)別紙、札幌市消防局から取つた、平成22年 3月 13日発生、グルー

プホーム火災の、火災調査書内容を絡め、質問ですが"札幌市消防局では、

この火災発生建物は、総面積 80坪を超えた住宅を、そのままグループホー

ム事業所、アパート事業に転用したので、防火壁、防火床施工無し、防火認

定排水管不使用、避難誘導口未設置、火災自動通報装置未設置 (市条例では、

200平方メートルを超えた、こうした事業建物には、必須設置となつてい

る)で したが、この違法全てを、火災原因調査項目としていません。

長崎市消防局は、火災原因調査内容に、上記建築基準法、消防法違反事実

を、今回のグループホーム火災調査に取り入れるとの事ですが、どのように

火災原因調査に建築基準法違反、消防法違反事実を盛ιノ込むのでしょうか。

(2)札幌市の火災調査書にも「火災に遭った建物と家財の損害金額が記載

されていますが、先ほど伝えたように、総務省の火災被害金額算定基準表は、

時代錯誤を極めた基準と思われます」

現在、火災保険事業では「全焼の場合、建物一坪当たしり40万円～を、損

害基準額としています、この金額を、ほぼ下限として、焼失建物の付加価値

分を、建設業者の見積もり内容によつて、加算する仕組みです、札幌のグル

ープホーム火災、全焼したのに、建物、家財合計で2,600万 円では、時

代に合わない被害額ですよJ



(3)建物火災後の、被害金認定の基準は、この現在主流の火災保険契約、

支払い内容を軸として、建設業者の工事見積もりか、全焼認定した上で、火

災保険契約金上限支払いとなつています。

又、全焼扱いにならず、修理する場合でも、あくまでも建設業者から出さ

れた、修理見積もりが、火災保険金支払い額算定の基本根拠となります。消

防が勝手に、火災による被害金決定は、しかも、建設業者見積もιノ、現行主

流の火災保険適用基準を無視しての火災による損害金決定は、余計な揉め事

を弓|き起こす根拠になる危険が存在しますよ。

2、 先ずはこれらを伝えます、2月 8日発生、長崎市でのグループホーム火

災調査書が出来れば、写しを請求したいので、火災調査書が出来上がれば、

一報頂きたいです。


